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各私立幼稚園 園長 様 

各私立認定こども園 園長 様 

 

大阪府教育庁私学課長  

 

 

令和７年度学校における医療的ケアに関する実態調査について（依頼） 

 

 

 標記について、文部科学省から依頼がありましたので、下記のとおり御対応くださいますよう

お願いします。 

 

記 

 

1. 対  象 私学助成園、施設型給付を受ける幼稚園及び幼稚園型認定こども園 

 

2. 回答方法 下記の回答フォームより御回答ください。 

回答フォームはこちら （←Ctrlを押しながらクリック） 

 

3. 回答期限 令和 7年 12月 12日（金）18時（厳守） 

 

4. 留意事項 

⚫ 本調査は、「大阪府私立幼稚園等特別支援教育費補助金」の申請有無を問わず、府内の全

ての幼稚園等が対象です。 

⚫ 令和 7年 5月 1日現在の状況に基づき御回答ください。 

⚫ 質問項目の全体を確認できるよう、文部科学省において、別添の「令和 7 年度学校にお

ける医療的ケアに関する実態調査票」が作成されています。回答いただくにあたり、本

資料に基づきエラーチェックができますので御活用ください（本資料の提出は不要）。 

⚫ 医療的ケア児については、別紙を御参照ください。 

⚫ 本件に関する御質問は、下記にお問合せください。 

 

 

 

 

 

担 当：大阪府教育庁私学課幼稚園振興グループ 江川 

T E L：06-6210-9273（直通） 

E-mail：shigakudaigaku-g02@sbox.pref.osaka.lg.jp 

https://edu-survey.mext.go.jp/surveyc/SchoolCode?surveyId=P2rtUZiQAq7z4Phtwn878Ab%2BoRyP83bQskNJ3%2Bq%2FuNmLrb5MdZMmLKWp52setHQ%2B&searchType=school


 

（別紙） 

◆『医療的ケア児』について 

医療的ケア児とは、日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケアを受けること

が必要不可欠である幼児児童生徒をいいます。 

医療的ケアの例は以下のとおりです。（病気治療のための入院や通院で行われる医行為は含

みません）。 

※本調査においては、医療的ケア児のうち、「貴園において医療的ケア看護職員・介護福祉

士・認定特定行為業務従事者・保護者等が医療的ケアを実施している園児」もしくは「貴

園において医療的ケア看護職員・介護福祉士・認定特定行為業務従事者・保護者が見守

りや助言等を行いながら、医療的ケア児本人が医療的ケアを実施している園児」の在籍

有無について回答してください（医療的ケア看護職員の見守りや助言等なく自ら医療的

ケアを実施している医療的ケア児は除く）。 
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